
朝日町町制７０周年記念冠称等の使用に関する取扱要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、朝日町（以下「町」という。）が令和６年１０月１７日に

町制７０周年を迎えることを記念し、あらゆる世代の町民の皆さんとともに

祝い、町内に活気があふれ、未来につながるよう実施する記念事業等に朝日町

町制７０周年記念の冠称及び７０周年 PR ロゴマーク（以下「冠称等」とい

う。）を使用する際の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

（冠称等の種類） 

第２条 冠称は、次のとおりとする。 

 （１） 朝日町町制７０周年 

 （２） 朝日町町制７０周年記念 

 （３） 朝日町町制７０周年記念事業 

２ ７０周年 PRロゴマークは、別表のとおりとする。 

（著作権） 

第３条 冠称等の一切の権利は、町に帰属する。 

（使用基準） 

第４条 冠称等の使用は、次の各号のいずれにも該当しない場合に限り承認す

るものとする。 

 （１） 特定の政治、思想又は宗教の活動に使用されるおそれのある場合 

 （２） 特定の個人又は団体の宣伝を行い、又は信用を高めるために使用さ

れるおそれのある場合 

 （３） 営利目的で使用されるおそれのある場合（町の施策の推進又は町の

情報発信に特に有益であると認められる場合を除く。） 

 （４） 町の信用及び品位を損なうおそれのある場合 

 （５） 法令及び公序良俗に反するおそれのある場合 

 （６） 前各号に掲げるもののほか、承認することが適当でないと認められ

る場合 

（使用申請） 

第５条 冠称等を使用しようとする者（以下「申請者」という。）は、朝日町町

制７０周年記念冠称等使用承認申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）

を町長に申請しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、申請の提出を省

略することができる。 

 （１） 国、地方公共団体又は公益法人が非営利事業に使用する場合 

 （２） 報道機関が報道及び広報の目的で使用する場合 

 （３） 学校等が教育の目的で使用する場合 



 （４） 町の機関が町の事務又は事業において使用する場合 

 （５） 町が共催し、後援し、又は協賛する事業の場合 

 （６） その他町長が申請を必要としないと認めた場合 

（承認等） 

第６条 町長は、申請書を受理したときは、その内容等を審査し、使用の承認又

は不承認を決定するものとする。 

２ 町長は、前項の規定による決定をしたときは、朝日町町制７０周年記念冠称

等使用承認通知書（様式第２号）又は朝日町町制７０周年記念冠称等使用不承

認通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

 （使用上の遵守事項） 

第７条 冠称等の使用承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、次に掲げ

る事項を遵守しなければならない。 

 （１） 冠称等は、承認された使用目的のみに使用し、承認に付された条件に

従うこと。 

 （２） ７０周年 PRロゴマークは、定められた色、形等を正しく使用し、デ

ザイン素材の改変など、応用使用はしないこと。 

 （３） 冠称等を使用した商品については、商標法（昭和３４年法律第１２７

号）による商標登録、意匠法（昭和３４年法律第１２５号）による意匠登録

等、著作物に関する自己の権利を新たに設定し、又は登録をしないこと。 

 （４） 第三者に冠称等の使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。 

 （５） 冠称等を使用した物品の製造又は役務を第三者に委託して行わせる

場合は、その委託を受けた者がこの要綱の規定に違反しないよう管理、監

督その他必要な措置を講ずること。 

 （６） 使用者の責めに帰すべき理由により冠称等の使用に係る事故又は苦

情が生じたときは、使用者において速やかに対処すること。 

（承認の取消し） 

第８条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消す

ことができる。 

 （１） 使用者がこの要綱の規定に違反したとき。 

 （２） 使用の申請に虚偽又は不正があったとき。 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、町長が承認の取消しを必要と認めると

き。 

２ 町長は、前項の規定により承認を取り消すときは、朝日町町制７０周年記念

冠称等使用承認取消通知書（様式第４号）により使用者に通知するものとする。

この場合において、使用者に損害が生じても、町は、その責任を負わない。 

３ 第１項の規定により承認を取り消された使用者は、直ちに使用を中止する



とともに、使用物の回収等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。こ

の場合において、これらの措置に係る経費は、当該使用者の負担とする。 

 （第三者からの損害賠償請求等） 

第９条 冠称等の使用により生じた第三者からの損賠賠償請求その他一切の責

任は、使用者が負うものとし、町は、いかなる場合においても、その責任を負

わないものとする。 

 （使用料） 

第１０条 冠称等の使用は、無料とする。 

 （使用期間） 

第１１条 冠称等の使用は、第６条第２項の規定による承認を受けた日から令

和６年１２月３１日までとする。 

 （実績等の報告） 

第１２条 町長は、必要があると認めるときは、使用者に対し、冠称等の使用の

状況及び実績の報告を求めることができる。 

 （その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、冠称等の使用に関し必要な事項は、町

長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和６年１月１日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和６年１２月３１日限り、その効力を失う。 

 

  



別表（第２条関係） 

ロゴマーク 

（カラー版） 

 
ロゴマーク 

（グレースケール版） 

 
ロゴマーク 

（モノクロ版） 

 

 


